
藤
井
譲
治
・
伊
藤
之
雄
編
著

『
日
本
の
歴
史
　
近
世
・
近
現
代
編
』

　
本
書
は
、
日
本
の
近
世
・
近
現
代
の
歴
史
の
展

開
を
、
政
治
史
の
み
な
ら
ず
隣
接
領
域
の
研
究
成

果
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
平
易
で
あ
り
な
が
ら

も
大
胆
か
つ
斬
新
な
筆
致
で
記
す
こ
と
で
、
細
分

化
し
た
歴
史
に
と
ど
ま
ら
な
い
歴
史
の
大
き
な
流

れ
、
歴
史
の
全
体
像
を
示
そ
う
と
す
る
意
欲
的
な

書
で
あ
る
。
近
世
を
六
章
、
近
現
代
を
七
章
に
分

け
て
、
章
ご
と
に
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
十
四
人
の

研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
を
分
担
・
執
筆
し
て
い
る
。

ま
た
章
の
最
後
に
設
け
ら
れ
た
コ
ラ
ム
で
は
、
研

究
の
最
前
線
の
空
気
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
章
の
コ
ラ
ム
「
惣
無
事
令
は
な
か
っ
た
」
は
、

概
説
書
や
歴
史
教
科
書
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る

「
惣
無
事
令
」
に
つ
い
て
、
そ
の
存
在
に
疑
義
を

投
げ
か
け
た
も
の
で
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

既
に
本
誌
第
九
三
巻
第
三
号
に
、
「
「
惣
無
事
」
は

あ
れ
ど
「
惣
無
事
令
」
は
な
し
」
と
し
て
掲
載
さ

れ
、
現
在
も
活
発
な
議
論
が
続
い
て
い
る
。
ま
た
、

第
七
章
の
コ
ラ
ム
「
天
皇
制
と
文
化
財
」
で
は
、

近
年
の
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
の
世
界
遺
産
登
録

へ
向
け
た
動
き
の
中
で
、
天
皇
陵
の
取
り
扱
い
を

巡
る
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
歴
史
学
と

現
代
的
な
課
題
を
結
び
つ
け
た
記
述
が
な
さ
れ
て

い
る
。

　
近
世
編
で
は
、
武
家
の
国
家
、
近
世
の
対
外
関

係
、
近
世
村
の
世
界
、
近
世
の
都
市
社
会
、
転
換

す
る
社
会
、
近
世
の
思
想
と
文
化
の
六
章
が
設
定

さ
れ
て
い
る
。
近
世
の
山
野
は
樹
木
が
伐
採
さ
れ

草
山
・
柴
山
化
が
進
行
し
た
と
し
た
、
村
の
景
観

に
つ
い
て
の
記
述
や
、
「
鎖
国
」
下
に
イ
ン
ド
な

ど
か
ら
輸
入
さ
れ
た
更
紗
が
身
分
や
年
齢
を
問
わ

ず
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
す
る
、
国
境
を
越
え
た

活
発
な
モ
ノ
の
流
れ
の
記
述
、
さ
ら
に
は
禁
裏
御

所
へ
の
民
衆
立
ち
入
り
や
御
所
千
度
参
り
事
件
等

の
近
世
の
天
皇
に
関
す
る
記
述
な
ど
は
、
従
来
の

教
科
書
的
な
近
世
像
と
は
～
線
を
画
す
る
、
興
味

深
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
近
世
思
想
に

つ
い
て
、
思
想
家
の
み
な
ら
ず
、
大
名
か
ら
民
衆

に
至
る
幅
広
い
視
野
か
ら
描
く
こ
と
で
、
そ
の
特

質
や
差
異
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
近

年
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
近
世
の
宗
教
に
つ

い
て
は
、
全
体
と
し
て
記
載
が
乏
し
い
印
象
を
受

け
た
。

　
近
現
代
編
で
は
、
明
治
維
新
と
文
明
開
化
、
立

憲
国
家
の
展
開
と
近
代
天
皇
、
東
ア
ジ
ア
国
際
環

境
の
変
化
と
日
本
外
交
、
帝
国
日
本
の
発
展
と
都

市
・
農
村
、
近
代
思
想
と
市
民
文
化
、
「
帝
国
日

本
」
の
植
民
地
支
配
、
戦
後
日
本
と
日
米
関
係
の

七
章
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
第
八
章

の
「
立
憲
国
家
の
展
開
と
近
代
天
皇
」
は
特
に
興

味
深
く
読
ん
だ
。
帝
国
憲
法
の
解
釈
に
よ
り
、
君

主
機
関
説
的
な
天
皇
と
し
て
立
憲
君
主
国
家
を
展

開
さ
せ
た
明
治
国
家
が
、
大
正
か
ら
昭
和
へ
と
時

代
と
と
も
に
大
き
く
変
質
す
る
そ
の
過
程
に
お
い

て
、
天
皇
自
身
も
時
に
判
断
に
迷
い
、
あ
る
い
は

失
敗
を
し
、
そ
の
結
果
、
未
曾
有
の
敗
戦
に
よ
っ

て
皮
肉
に
も
日
本
屈
指
の
政
治
家
と
し
て
の
天
皇

が
登
場
す
る
、
と
し
た
記
述
は
非
常
に
刺
激
的
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
近
現
代
史
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ

る
、
日
米
開
戦
へ
至
る
戦
争
へ
の
突
入
過
程
に
つ

い
て
は
、
天
皇
、
思
想
・
文
化
、
外
交
、
植
民
地

等
の
視
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
道
程
が
示
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
比
較
す
る
こ
と
で
、

「
大
日
本
帝
国
」
の
戦
争
突
入
過
程
を
立
体
的
に

理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
特
に
、
植
民
地

か
ら
み
た
「
大
日
本
帝
国
」
の
視
点
は
斬
新
に
感

じ
ら
れ
た
。
更
に
、
地
主
抑
制
策
を
は
じ
め
と
し

た
戦
時
制
度
が
、
戦
後
社
会
経
済
へ
の
遺
産
と
し

て
少
な
か
ら
ず
有
効
に
機
能
し
て
い
た
と
の
指
摘

は
興
味
深
か
っ
た
。
一
方
、
近
代
の
戦
争
そ
の
も

の
の
実
態
や
そ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
一
部
で
触

162　（532）



介紹

れ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
記
述
が
相
対
的
に
弱
い

印
象
を
受
け
た
。
ま
た
、
現
代
史
に
つ
い
て
は
、

一
章
を
割
り
当
て
た
の
み
で
あ
り
、
記
述
が
乏
し

い
。

　
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
個
別
の
章
へ
の
言
及
が

で
き
な
か
っ
た
部
分
も
あ
る
が
、
平
易
な
筆
致
の

中
に
も
、
最
新
の
研
究
成
果
を
前
提
と
し
た
斬
新

な
記
述
が
至
る
所
で
な
さ
れ
て
お
り
、
近
世
以
降

現
代
に
至
る
四
百
年
余
り
の
日
本
の
歴
史
の
理
解

を
、
個
別
的
事
例
の
把
握
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
局

的
に
、
ま
た
重
層
的
に
深
め
る
こ
と
が
可
能
な
書

と
な
っ
て
お
り
、
「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
で
示
さ

れ
た
、
「
個
々
の
分
野
の
動
向
を
他
時
代
、
他
分

野
の
人
た
ち
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
整
理
・
提
示

し
、
新
た
な
展
望
へ
の
足
が
か
り
を
築
く
と
と
も

に
、
大
学
で
の
一
般
教
養
教
育
に
役
立
て
、
教
養

日
本
史
を
魅
力
あ
り
か
つ
豊
か
な
も
の
と
す
る
こ

と
を
目
指
す
」
と
し
た
目
標
に
は
、
十
分
応
え
ら

れ
て
い
る
と
考
え
る
。
最
後
に
、
本
書
は
二
分
器

が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
続
編
の
「
古
代
・
中
世

編
」
に
も
期
待
し
た
い
。

　
　
　
　
（
A
5
判
　
三
九
Q
頁
　
二
〇
一
〇
年
五
月

　
　
　
　
　
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
税
別
二
八
○
○
円
）

　
　
（
吉
野
健
一
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
）

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
レ
ミ
イ
著
、
大
清
水
　
裕
訳

『
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
と

四
帝
統
治
』

　
本
書
は
、
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
に
収
め
ら
れ
た
、

ロ
ー
マ
皇
帝
の
一
人
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の

治
世
と
彼
の
業
績
に
関
す
る
翻
訳
書
で
あ
る
。
同

罪
が
行
っ
た
政
策
と
諸
改
革
が
手
際
よ
く
解
説
さ

れ
て
い
る
。

　
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
個
人
と
そ
の
治
世
は
、

史
料
そ
の
も
の
の
不
足
と
偏
向
の
た
め
、
様
々
に

位
置
づ
け
ら
れ
、
殿
誉
褒
敗
を
被
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
迫
害
者

で
あ
り
、
ま
た
後
期
帝
政
最
初
の
皇
帝
で
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
帝
国
の
再
建
者
と
さ
れ
も
し
た
し
、

帝
国
の
権
威
主
義
化
・
全
体
主
義
化
の
責
任
者
の

よ
う
に
扱
わ
れ
も
し
た
。
四
人
制
皇
帝
に
よ
る
統

治
と
い
う
政
治
プ
ラ
ン
は
当
初
か
ら
計
画
つ
く
で

あ
っ
た
と
す
る
研
究
者
も
い
れ
ば
、
逆
に
残
り
の

皇
帝
に
対
す
る
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
主
導

権
と
統
率
力
を
疑
う
者
も
い
た
。
著
者
の
レ
ミ
ィ

は
、
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
「
明
晰
で
現
実

的
な
政
治
家
」
で
あ
る
と
捉
え
、
利
用
可
能
な
史

料
を
動
員
し
、
彼
の
治
世
を
描
く
。

　
レ
ミ
イ
の
叙
述
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
偏
っ
た

と
こ
ろ
の
な
い
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
も
の
と
評
し
て

よ
い
だ
ろ
う
。
過
度
に
革
新
性
を
強
調
す
る
こ
と

も
な
く
、
そ
の
施
策
の
金
て
を
マ
イ
ナ
ス
の
方
向

に
読
み
解
く
よ
う
な
こ
と
も
し
な
い
。
た
と
え
ば
、

税
制
に
つ
い
て
は
、
欠
陥
も
あ
っ
た
が
概
ね
効
率

的
で
あ
り
、
都
市
行
政
へ
の
負
担
・
介
入
を
強
調

し
す
ぎ
る
べ
き
で
は
な
い
、
国
家
に
よ
る
経
済
統

制
な
ど
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
以
後
の

ロ
ー
マ
史
を
眺
め
る
際
に
も
、
こ
の
よ
う
な
視
点

を
採
用
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
結
論
の
部
分
で
、
少
し
だ
け
、
レ
ミ
ィ
は
長
い

タ
イ
ム
ス
パ
ン
か
ら
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の

評
価
を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
「
最
後
の
ロ
ー
マ
皇

帝
」
で
あ
り
、
次
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
は
ビ

ザ
ン
ツ
帝
国
と
い
う
新
体
制
の
創
設
者
で
あ
る
、

と
。
そ
の
点
で
は
、
レ
ミ
ィ
は
後
期
帝
政
の
統
治

体
制
の
形
成
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ロ
ー
マ

帝
国
の
関
係
の
変
化
の
方
に
時
代
の
画
期
を
見
出

し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
も
ち
ろ
ん

本
書
は
別
に
キ
リ
ス
ト
教
中
心
史
観
を
採
用
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）
。

　
こ
こ
か
ら
は
訳
に
つ
い
て
。
ま
ず
、
訳
者
が
選

択
し
た
「
聖
帝
統
治
」
と
い
う
語
。
こ
れ
は
テ
ト

ラ
ル
キ
ア
（
仏
語
で
は
臨
瞠
霞
〇
三
Φ
）
を
訳
し
た
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